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第１ 地域の概要 

１ 立地条件 

山武地域は、都心から約50～70ｋｍで県の中央東部に位置し、東金市ほか２市

３町からなり、総面積429ｋ㎡、人口191千人、耕地面積は16,759ｈaで耕地割合

が39％となっている。 

気候は、年平均気温 15.2 度、年間降水量 1,509ｍｍと温暖な海洋性気候で、  

地形は、太平洋に面した標高２～８ｍ前後の平坦な九十九里平野と北西部の標高

40ｍ程度のなだらかな下総台地に大別される。 

 

２ 農業産出額 

令和４年の農業産出額は、403 億円で、県全体の 11.1％を占め、海匝、印旛、

香取に次いで県下第４位である。 

    内訳としては、野菜202.8億円（50.3％）、畜産78.7億円（19.5％）、米76.2億

円（18.9％）となっている。 

 

３ 耕地面積及び農業用水 

耕地面積は 16,759ｈａで、県全体の 13.9％を占めており、うち水田面積は

10,307ｈａで、水田率は61.5％である。 

水田のかんがい用水は、両総用水、成田用水、ため池、河川自流水等であり、 

管内水田面積の約65％が両総用水の受益面積である。 

 

４ 農業経営体数 

令和２年の農業経営体数は4,285経営体で、県全体の12.1％を占め、このうち

個人経営体は4,178経営体である。 

主副業別に見ると、主業経営体は1,238経営体（全体に占める割合は29.6％）、

準主業経営体は481経営体（同11.5％）、副業的経営体は2,459経営体（同58.9％）

となっており、準主業及び副業的経営体が経営体の70.4％を占めている。 
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５ 参考資料 

 

表１ 農業産出額                      単位：千万円 

区分 合計 米 野菜 畜産 その他 備考 

東金市 511 154 117 165 58  

山武市 1,579 226 796 344 83  

大網白里市 663 125 429 61 37  

九十九里町 162 50 59 22 30  

芝山町 420 46 321 9 38  

横芝光町 693 161 306 186 35  

山武計 4,028 762 2,028 787   281  

部門割合 － 18.9% 50.3% 19.5% 7.0%  

県内占有率 11.0% 16.1% 15.2% 6.4% 4.6%  

県計 36,760 4,720 13,350 12,260 6,120  

※非表示品目があるため、合計値は一致しない。  （生産農業所得統計：令和４年） 

 

 表２ 耕地面積                         単位：ha 

区 分 耕地面積 

計 田 畑 

東金市 ３，３１０ ２，２５０ １，０６０ 

山武市 ５，５８０ ２，９５０ ２，６３０ 

大網白里市 ２，３４０ １，６２０ ７１８ 

九十九里町 ８８９ ６３０ ２５９ 

芝山町 １，４７０ ６４７ ８２７ 

横芝光町 ３，１７０ ２，２１０ ９５７ 

山武計 １６，７５９ １０，３０７ ６，４５１ 

構成比 １００．０％ ６１．５％ ３８．５％ 

県内シェア １３．９％ １４．４％ １３．２％ 

県計 １２０，３００ ７１，５００ ４８，８００ 

※数値は四捨五入しており、合計値は一致しない。 （作物統計調査：令和５年） 

  

表３ 農業経営体数                       単位：経営体 

区分 農業経営体数 個人経営体 主業 準主業 副業的 

東金市 ８０７ ７９３ １６４ １１０ ５１９ 

山武市 １，４２０ １，３８５ ５１６ １２２ ７４７ 

大網白里市 ６４５ ６３４ １３２ １００ ４０２ 

九十九里町 ２４９ ２４０ ６４ １９ １５７ 

芝山町 ３９４ ３８７ １３０ ４４ ２１３ 

横芝光町 ７７０ ７３９ ２３２ ８６ ４２１ 

山武計 ４，２８５ ４，１７８ １，２３８ ４８１ ２，４５９ 

構成比 ― １００．０％ ２９．６％ １１．５％ ５８．９％ 

県内シェア １２．１％ １２．１％ １３．６％ １０．３％ １１．９％ 

県計 ３５，４２０ ３４，４５９ ９，１１４ ４，６６５ ２０，６８０ 

 （2020年 農林業センサス） 
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第２ 山武農業事務所の組織 

 

１ 組織図 

 

 

                所  長 

 

 

 

   次  長       次  長      次  長 

 

 

 

     総務課 

 

 

 

 

 

企画振興課    改良普及課    地域整備課   指導管理課   両 総 用 水 

                                  管理課 

 

 

                                    

 

 

 

 

 南部グループ        中部グループ      北部グループ 

 ・東金市・大網白里市        ・山武市          ・芝山町 

 ・九十九里町                          ・横芝光町 
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２ 職員設置 

 令和６年４月１日現在 

区  分 職員数 
内    訳 

事務職員 技術職員 その他職員 

所  長 １  １  

次  長 ３ １ ２  

総務課 ６（１） ６（１）   

課  長  （１）  （１）   

主  幹 １ １   

課  員 ５ ５   

企画振興課 １４ ５ ９  

課  長 １  １  

主  幹     

課  員 １３ ５ ８  

改良普及課 ２３ １ ２２  

課  長 １  １  

主席普及指導員 １  １  

課  員 ２１ １ ２０  

地域整備課 ９（１）  ８（１） １ 

課  長 （１）  （１）  

主  幹     

課  員 ９  ８ １ 

指導管理課 ７ １ ６  

課  長 １  １  

課  員 ６ １ ５  

両総用水管理課 １１  １１  

課  長 １  １  

課  員 １０  １０  

計 ７４ １４ ５９ １ 

 注：（ ）は兼務職員。 

   総務課にあっては事務次長が総務課長事務取扱。 

   地域整備課にあっては技術次長（基盤）が地域整備課長を兼務。 
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３ 主な業務 

 

組  織 業   務 

総務課 

 

 

・入札・契約 

・人事・服務 

・予算・決算 

企画振興課 

 

 

 

・農業施策に係る企画、調整及び総合調整 

・農地法及び農業振興地域整備計画事務 

・食育の推進 

・農業災害 

・園芸・農産・畜産の生産振興 

・農業経営基盤強化促進対策 

・飼料用米等拡大支援事業 

・水田農業構造改革対策 

・ちばエコ農業の推進 

・環境にやさしい農業推進対策 

・農薬の適正使用の推進 

・家畜排泄物に係る指導及び検査 

・農業金融対策 

・農地集積・集約化対策事業 

改良普及課 

 

 

 

 

・農業の担い手育成 

・技術・普及指導に関すること 

・経営指導 

・男女共同参画の推進 

・集落営農の推進 

地域整備課 

 

 

 

・県営かんがい排水事業の実施 

・基幹水利施設ストックマネジメント事業の実施 

・防災施設ストックマネジメント事業の実施 

・経営体育成基盤整備事業の実施 

・県営湛水防除事業の実施 

指導管理課 

 

 

 

・土地改良事業新規地区の調査計画 

・団体営事業の指導 

・災害復旧事業 

・土地改良区の指導 

・土地改良財産の管理 

・多面的機能支払交付金 

両総用水管理課 

 

 

・両総地区の調査 

・土地改良財産の管理 

・農業用施設の災害復旧事業 

・房総導水路事業により造成された施設の管理 

・揚水機場及び変電所等の保安管理 
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第３ 事業概要 

１ 企画振興課 

（１）経営所得安定対策 

      各地域農業再生協議会が策定した水田収益力強化ビジョンに基づき実施する需要に応じた

主食米生産及び戦略作物や高収益作物等への転換を支援する。また、事業実施のベースとな

る集落での合意形成、地域協議会の機能強化、畜産農家との連携などを関係機関と協力して

推進する。 

特に、米の消費量が年々減少していくなか、農家所得の向上に寄与する水田活用の直接 

支払交付金を活用して、麦・大豆、加工用米等に加えて新規需要米として飼料用米、ＷＣＳ

用稲等の推進を図る。さらに、県単独事業「飼料用米等拡大支援事業」により、新規需要米

の推進及び麦・大豆のブロックローテーションやＷＣＳ用稲の生産拡大を図る。 

ア 水田活用の直接支払交付金      交付単価 定額（国） 

イ 都道府県連携型助成         交付単価 定額（国） 

ウ コメ新市場開拓等促進事業      交付単価 定額（国） 

エ 経営所得安定対策等推進事業      補助率 定額（国） 

オ 飼料用米等拡大支援事業        補助率 定額（県） 

 

（２）農産産地生産基盤パワーアップ事業（国庫（整備事業・基金事業）） 

   収益力の強化を目標とする「産地パワーアップ計画」に基づき、生産コスト低減、高付 

加価値化、高収益作物・栽培体系への転換などに取り組む意欲のある農業者が行う機械・ 

施設などの導入に対し支援する（基金事業は基金管理団体を経由して県に交付）。 

 

ア 産地パワーアップ計画（整備事業） 

（ア）作成主体：市町村農業再生協議会 

（イ）面積要件：【稲】平場50ha、中山間地域等10ha 

  （ウ）成果目標：生産コストの10％以上の削減、総販売額10％以上増加、輸出の取組等 

（エ）支援対象となる取組：乾燥調製施設等 

（オ）補助率：1/2以内 

 

イ 産地パワーアップ計画（基金事業） 

  （ア）作成主体：市町村農業再生協議会 

（イ）面積要件：【稲】平場50ha、中山間地域等10ha 

  （ウ）成果目標：生産コストの10％以上の削減、総販売額10％以上増加、輸出の取組等 

（エ）支援対象となる取組：高性能農業機械のリース導入・取得、パイプハウス資材購入 

（オ）補助率：1/2以内 
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（３）食糧法に基づく立入調査 

米穀の適正流通を担保するため、飼料用米や加工米等の用途限定米を生産している農家 

への立入調査を行い、適正に契約先に出荷していることを確認する。 

 

（４）農産物検査法の立入調査 

米等の公正かつ円滑な取引や品質の改善を助長するために登録検査機関に対し、立入 

調査を実施する。 

 

（５）農業制度資金の推進 

  意欲と能力を持って農業を営む農家及び農地所有適格法人等に対して、農業経営の展開を

図るために必要な資金について、国・県・市町が利子補給を行う。 

 

（６）地域計画策定支援 

  現状と将来の展望を地域で話し合い、地域の農業のあり方や農地利用の姿を明確化する 

地域計画を策定・実行するため、地域の話し合いや目標地図の素案の作成、就農者の増加、

農地の集積等を支援する。 

 

（７）農業次世代人材投資事業・新規就農育成総合対策（国庫） 

新規就農者の確保を図るため、就農準備から就農直後の不安定な所得を補うため交付金

を交付する。また、令和４年度以降の新規採択者は新規就農育成総合対策となる。 

ア 農業次世代人材投資事業 

（ア）準備型：就農予定時の年齢が原則５０歳未満の研修者 150万円／年 

（イ）経営開始型：原則５０歳未満の独立・自営就農者  150万円／年（1～3年度目） 

                           120万円／年（4～5年度目） 

（経営開始型） 

東金市４名、山武市８名、大網白里市１名、九十九里町３名、芝山町１名、横芝光町０名 

 

イ 新規就農育成総合対策 

（ア）経営発展支援事業：認定新規就農者 補助対象事業費上限 1,000万円 

（イ）経営開始資金：認定新規就農者 150万円／年（最長3年） 

（ウ）就農準備資金：研修期間中の研修生 150万円／年（最長2年） 

 

（８）認定農業者の育成・確保及び農地の利用集積 

市町が定めた農業経営の基盤に関する基本構想を実現するため、認定農業者の育成や 

確保、農地の流動化・遊休農地の解消などについて、関係機関が一体となり総合的に推進。

認定農業者の状況※（令和６年３月末現在） 

市町名 東金市 山武市 大網白里

市 

九十九里

町 

芝山町 横芝光町 合 計 

人数 109 352 67 51 83 107 769 

※「令和６年３月末現在担い手の実態に関する調査」の市町報告数値 
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（９）農地中間管理事業に係る機構集積協力金 

農地中間管理事業による機構集積協力金を活用し、担い手への農地集積を支援する。 

 

（１０）農地利用効率化等支援交付金（国庫） 

（千葉県経営体育成支援事業） 

目標地図に位置付けられた者等が、経営規模の拡大や経営多角化等に取り組む際に必要

となる農業用機械等の導入・設置について支援する。 

ア 事業内容  

【融資主体支援タイプ】 

（ア）助成対象：農業用機械・施設 

（イ）補助率：3/10以内 

（ウ）上限額：300万円 ※ 

※融資主体支援タイプのうち、先進的農業経営確立支援タイプ 

 法人：1,500万円、個人：1,000万円 

 

（１１）担い手確保・経営強化支援事業（国庫） 

経営発展に意欲的に取り組む地域の担い手が、融資を活用して農業機械等を導入する際、

融資残について補助金を交付する。 

ア 事業内容 

【融資主体型補助事業】 

（ア）助成対象：農業用機械・施設 

（イ）補助率：1/2以内 

（ウ）上限額：個人1,500万円、法人3,000万円 

 

（１２）「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業（県単） 

県内産地の生産力を強化拡大するため、産地戦略・園芸産地再整備計画・園芸産地生産

性向上計画を構築した産地が取り組む高品質・安定的な生産販売体制の整備に対し支援 

する。 

ア 生産力強化支援型 

（ア）補助対象：パイプハウス、予冷庫、省力化機械、共同利用機械等 

（イ）補 助 率：＜通常枠＞１/３以内（生産者団体等）、 

１/４以内（認定農業者・認定新規就農者） 

＜強化枠＞１/３以内（認定農業者）※ 

※ ３要件（面積、チャレンジ、投資）を満たす者 

イ 園芸施設リフォーム支援型 

（ア）補助対象：園芸施設の鋼材等の改修及び被覆資材等の更新等 

（イ）補 助 率：１/４以内（生産者団体、認定農業者・認定新規就農者） 

 

 



- 9 - 

ウ スマート農業推進型 

（ア）補助対象：環境モニタリング装置、炭酸ガス施用装置、循環扇、ドローン等 

（イ）補 助 率：１/３以内（生産者団体、認定農業者・認定新規就農者） 

 

＜令和６年度 事業要望一覧＞ 

市町名 事業主体数 事業内容 

東 金 市  １ 収穫機、皮剥き機 

山 武 市  ４ 収穫機、皮剥き機、選別機、貯蔵倉庫 

大網白里市  ３ 
収穫機、皮剥き機、天窓改修、被覆材張

替 

芝 山 町  ５ 
パイプハウス、草刈り機、マルチはぎ

機、施肥散布機、堆肥散布機 

横 芝光 町  １ 収穫機 

計 １４  

 

（１３）施設園芸等燃料価格高騰対策（国庫） 

燃油価格の高騰の影響を受けにくい経営構造への転換を進めるため、計画的※に省エネ

ルギー化等に取り組む産地を対象に、農業者と国の拠出により、燃油価格の急上昇による

経営への影響を緩和する仕組みを整備し、燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換

を支援する。 

事業名：施設園芸セーフティネット構築事業 

施設園芸用の燃油価格が一定基準を超えた場合に、農業者に補填金を交付する。 

※ ３年間で 15％の削減に取り組む省エネルギー対策計画を策定。継続して２期目を 

取り組む場合には、初年度から6年間で30％減の省エネを目指す計画を策定する。 

ア 対象燃料：Ａ重油、灯油、LPガス（プロパンガス）、LNG（都市ガス） 
イ 対象期間：10月~翌６月 

 

（１４）千葉県園芸産地パワーアップ事業（国庫） 

農業の競争力強化に向け、生産コスト低減、高収益作物・栽培体系への転換及び   

生産基盤の強化を図るため、産地営農戦略「産地パワーアップ計画」に基づく取組を支援

する。 

ア 事業主体：農業者、農業者の組織する団体 等 

イ 補助対象：集出荷貯蔵施設や生産技術高度化施設等の整備 

農業機械等の導入及びリース導入、生産資材の導入 

農業用ハウス（パイプハウス）や果樹園・茶園の再整備・改修 

生産装置の継承・強化に向けた取組 等 

ウ 補助率：1/2以内、定額 等 

エ 採択要件：成果目標の基準を満たしていること 

産地の範囲が面積要件等を満たしていること 

費用対効果分析を実施すること 等 
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（１５）ちばエコ農業の推進 

「ちばエコ農業」推進要綱に基づき、栽培計画等の書類審査及び現地における栽培管理

や作業記録の状況などを審査し「ちばエコ農産物」の認証を行う。 

 
（１６）「みどりの食料システム法」認定の促進 

エコファーマー制度に替わり、令和５年度から開始した認定制度で、農業の持続性確保

に資するよう、農業に由来する環境への負荷の低減につながる活動※に取り組む農家を認定

する。 

※具体的な活動としては①土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に 

行う事業活動、②温室効果ガスの排出削減に資する事業活動等。 

認定メリット 1：認定計画に従って化学肥料・化学農薬の使用低減に必要となる設備を導入し

た場合、通常の減価償却額に機械などであれば取得価額の 32％、建物など

は取得価額の16％を上乗せして償却できる。 

認定メリット 2：計画の認定を受けると、国庫補助事業の採択審査でポイントが加算される。 
 

（１７）環境保全型農業直接支援対策（国・県・市町） 

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動の普及拡大を図るため、国と 

地方公共団体（県、市町）が一体となり、意欲ある農業者が環境保全に効果の高い営農 

活動に対して支援する。 

 

（１８）ジャンボタニシ防除対策事業（国・県） 

本県で発生地域が拡大しているジャンボタニシに対し、地域の実情に応じた防除対策の

実施に係る経費等を助成する。 

ア 「地域協議会の運営・防除対策」の検討経費 50,000円以内 

イ 「地域協議会の地区推進員」の活動経費   60,000円以内 

ウ 「防除対策推進ほ場」の設置経費   

 （ア）食害防止 トラップの設置（／10a）   2,000 円以内 

         浅水管理           1,000 円以内 

         ドローン測量・均平作業    10,000 円以内 

 （イ）越冬防止 厳冬期前の耕うん（／10a）  1,000 円以内 

 （ウ）貝密度低減 重機による水路泥上げ（／1m） 500 円以内 

       （実施市町）横芝光町：食害防止、トラップの設置 

大網白里市：貝密度低減 重機による泥上げ 

 

（１９）農地管理対策 

食料の安定供給のための重要な生産要素である優良農地について、農地法に基づき無秩

序な農地の転用を抑制し優良農地の確保に務めるとともに、巡回パトロール等を実施して、 

農地の違反転用を早期に発見し、迅速かつ適正な是正措置を行う。 

市町農業振興地域整備計画の管理・見直しにあたっては、農業的土地利用と非農業的 

土地利用との調和を図る。 



- 11 - 

ア 農地法関係許可事務（農地法第４条・５条別審査 ２ha以下） 

イ 農地違反転用の防止 

ウ 農業振興地域整備計画の変更に係る調整 

 
（２０）グリーン・ブルーツーリズムinちば推進事業 

太陽と海の『グリーン・ブルーツーリズム in ちば』推進方針に基づき、農林水産業に   
対する都市住民の理解促進や都市との交流を促進し、地域の活性化を図る。 
ア 農林水産物直売所及び農林漁業体験施設に係る実態調査の実施 

 

（２１）耕作放棄地対策 

農業従事者の減少や高齢化、農産物価格の低迷等を背景に、荒廃農地が増加している。 

荒廃農地の増加は、有害鳥獣による農作物の被害増大や、農業振興を図る上で、また、

環境や社会にも大きな影響を及ぼすことから、荒廃農地の解消と発生の未然防止は地域に

とって大きな課題となっている。 

そこで、荒廃農地を解消するため、市町、市町農業委員会、関係団体等と有機的に連携

し、荒廃農地等の解消を推進する。 

活用できる補助事業等 

   ア 最適土地利用総合対策事業 

   イ 農地耕作条件改善事業 

   ウ 多面的機能支払交付金事業 

   エ 中山間地域等直接支払交付金 

   オ 農地中間管理機構 

 

（２２）畜産環境保全総合対策推進事業 

家畜排せつ物の不適切な管理の解消、畜産環境問題の改善、家畜排せつ物の良質堆肥と 

土壌還元等による有効利用を推進する。 

ア 山武地域畜産経営環境保全協議会の開催 

イ 畜産環境に対する苦情処理指導 

ウ 堆肥利用促進ネットワーク推進 

 

（２３）園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 

塩化ビニール・ポリエチレンフィルム等、農業用廃プラスチックの適正処理を図るため、

各市町協議会に対して、その処理に要する経費を助成する。 

補助率：処理経費（89.6円/㎏）のうち1/4以内（10円/㎏） 

 
（２４）米消費拡大対策の推進 

健康面からも優れたごはん食の良さを啓発するため、米を使った郷土伝承料理等の料理 

教室を開催し、米の消費拡大を図る。 

また、新たな需要を喚起する米粉食品の普及啓発を行うとともに、千葉県産のお米の広

報宣伝活動による米消費拡大の推進を図る。 
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（２５）食品表示法、米トレーサビリティ法に基づく指導 

販売店舗等に対し、食品表示法、米トレーサビリティ法に基づく調査・指導を行い、米

穀等の取引及び食品の表示等について適正化を図る。 

（巡回調査指導予定件数） 食品表示法８件、米トレーサビリティ法１０件 

 

（２６）農薬安全対策事業 

農薬使用者（農家・ゴルフ場）への立入検査を強化し、法の遵守と適正使用の徹底を図

るとともに、農薬の安全使用を推進する。 

 

（２７）生産工程管理（GAP）の推進 

食品安全や労働安全などに関するリスクを防ぐとともに、農業者の経営向上につながる

有効な手段として農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組を推進していくため、県と産地が 

連携し、産地全体での合意形成や推進体制の整備、国際水準ＧＡＰの取組を支援する。 

 

（２８）ちば食育活動推進事業 

子供から大人までが｢食｣と｢農｣に関する正しい知識を身に付け、自身の健康や山武地域

の多彩な農業、伝統的な食文化について学べるよう、関係機関の連携のもとに、「ちば食育  

ボランティア」、「ちば食育サポート企業」と協働して推進する。 

また、地域に根ざした食育活動の促進のために、地域食育活動交換会を開催し、管内市

町の食育推進計画の策定及び学校給食における地場産物利用の推進に向けた体制の整備を

促進する。 

ア 食育推進連絡会議の開催  ７月頃開催 ３市３町、３農協、４団体 

イ 地域食育活動交換会の開催 11月頃開催 市町村担当者、ちば食育ボランティア等 

ウ 学校給食田（畑）設置事業 ９校実施予定 
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２ 改良普及課 

（１）普及指導活動の内容 

令和３年度に策定した千葉県農林水産業振興計画、第６次山武地域農林業振興方針

（令和４～７年度）に基づき、以下の３つの重点施策・取組の達成に向け、重点的  

かつ計画的に普及活動を展開する。 

ア 水田農業の持続的発展を図るための経営体の育成、経営の安定・強化 

イ 野菜産地の生産力強化と担い手の育成 

ウ 地域と調和した畜産経営の実現 

特に生産振興に係る課題では、産出額向上・所得向上を目指し、担い手育成・確保

を図りながら、面積拡大や単収向上、機械化・省力化、低コスト化に向けた活動を  

展開する。 

 

（２）普及活動体制 

普及活動体制は、普及活動を迅速かつ効果的に展開するために、南部（東金市、

大網白里市、九十九里町）、中部（山武市）、北部（芝山町、横芝光町）の３つの    

地域グループを基本に、課題ごとにチーム体制で連携して進める。 

普及活動を円滑に進めるため市町、農業団体等の関係機関との地域活動体制を 

強化し、普及指導活動を展開する。 

 

（３）重点課題 

ア 南部グループ（東金市・大網白里市・九十九里町） 

担当地域は九十九里平野の水田・畑と、下総台地の畑に大別される。平野部では、

平坦な地形から規模拡大に有利であり、水田農業、野菜生産ともに規模拡大の動き

が見られる。また、新規就農者が増加しており、地域の中核として活動できるよう

に支援することが必要である。 

水田農業では、大・中規模の個別経営体や集落営農組織では意欲的な後継者が 

多い。このような農業者に対して、規模拡大を図るために必要な新品種の導入、  

省力・低コスト技術、気象変動やスクミリンゴガイ等の病害虫対策等の栽培管理 

技術を指導する。また、将来を担う若手農業者に重点的に研修を実施し、人材の  

高度化を図る。 

野菜生産では、きゅうり、なす、トマト、いちご等の施設野菜や、ねぎ等の露地

野菜において、病害虫の発生等による収量や品質の低下、資材高騰による経営への

圧迫といった課題がある。そこで、スマート農業技術を利用した環境制御技術や 

効果的な防除手段を指導するとともに、各種施策を利用して経営の安定化を促進す

る。また、生産量の拡大に意欲的な若手農業者により結成されているスタディグル

ープに対して重点的に指導し、この動きを産地全体に波及させることにより生産力

の維持、向上を促進する。 

 畜産経営では、輸入飼料の価格高騰による経営への圧迫が大きな問題となって 

いる。これに対して、地域内でのＷＣＳ用イネの生産拡大と安定供給の推進、エコ

フィードなどの活用、給与技術の指導などを行い、経営安定に努める。 

各市町と連携して、新規就農者の増加に対応した栽培指導の強化や、地域計画 

作成や集落営農の強化を支援し、地域全体の活性化につなげる活動を展開する。 
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イ 中部グループ（山武市） 

 担当地域は水田の多い平野部と、畑地帯が広がる台地部とに分かれている。 

平野部を中心に栽培の盛んなねぎでは、家族経営による経営体が多く、高齢化に

よる生産者数と生産量の減少が顕著である。産地の維持を見据え労働力確保の在り

方について生産者と共に検討を進めるとともに、若手生産者を対象とした勉強会の

開催や、新規ねぎ生産者の確保・育成体制整備により、産地の維持、活性化を図る。 

畑地が広がる台地地域では、基幹作物として秋冬・春夏どりにんじんが栽培され

ている。しかし、連作により良品生産が困難であることや、高齢化による栽培面積

の減少により、出荷量は減少している。そこで、重要病害であるしみ症等の防除  

技術の確立と機械化による省力化及び労力確保に関する知識の習得を進めること

で規模の維持・拡大を支援し、産地全体の出荷量の増加と市場への販売力を高める。 

抑制トマトは、簡易パイプハウスによる栽培が多いため、暑熱対策が難しく近年

の猛暑による着果不良とウイルス病の蔓延により出荷量が低迷している。そこで、

それらの対策技術の普及により安定生産を目指していく。さらに、産地の維持を 

図るため、若手生産者を対象とした研修会を開催し、栽培技術向上を図る。 

いちごは地域の代表的な品目であり、後継者が多く、新規就農者も含め若手生産

者の割合が多い。そこで、若手生産者の生産技術向上及び販売力強化に向けた現地

検討会及び先進地視察研修会を開催し、産地の活性化を図る。環境にやさしい農業

の実践により、引き続きIPM技術の導入を推進していく。 

水稲は経営面積 50ha を超える大規模経営体もあるが、家族経営が中心である。

収益を確保するため、今後更なる規模拡大が必要であり、スマート農業技術の活用

や直播技術等、省力化技術を普及し、規模拡大を目指す生産者を支援していく。  

また、基盤整備に向けて活動している２地区については、先進地視察研修会等を 

開催し、ビジョンの明確化に向けて働きかける。 

 

ウ 北部グループ（横芝光町・芝山町） 

 担当地域は露地野菜の台地畑作地帯と、露地野菜＋水稲の平坦水田地帯がある。 

台地畑作地帯の基幹品目であるにんじんについては、連作障害のしみ症状（しみ

腐病・乾腐病）や空洞症が発生し問題となっている。病害対策指導や空洞症の対策

を検討し、収量・品質の向上をめざす。さらに、産地の活性化のため、省力化機械

の導入や経営改善指導による若手生産者の規模拡大、複合品目であるスイカ、トマ

トの安定生産を支援する。 

切り花では、主力品目であるサンダーソニアや畑地性カラーを始めとする切り花

の安定生産技術の向上と若手や女性農業者等の技術向上を図り、個別経営体と産地

の発展を目指す。 

ねぎ産地は平坦地帯及び台地地帯にあり、生産者の高齢化による産地の規模縮小

が見られる。また、年内どり秋冬ねぎの収量減少や収穫遅れが問題となっている。

そのため、新規ねぎ講習会やひかりねぎ研究会の活動により秋冬ねぎの生産安定 

技術の導入を進め、収量・品質の向上を目指す。さらに、雇用導入状況の確認や  

雇用導入に向けた労務管理に関する指導を行い、若手生産者の規模拡大を目指す。 

また、平坦水田地帯には野菜＋水稲の経営体が多いが、基盤整備された水田では

営農組合が組織され、水稲＋麦＋大豆が生産されている。スクミリンゴガイによる

水稲の収量減少、麦・大豆では湿害による生育停滞が問題となっている。水稲・麦・

大豆の安定生産の支援や経営規模に応じた省力化取組支援により経営安定を目指

す。基盤整備に向けて活動している１地区については、ビジョンの明確化に向けて

働きかける。 



- 15 - 

エ 青年農業者及び女性農業者育成の活動方針 

意欲的に農業に取り組む青年農業者を育成するため、農業経営体育成セミナーを

開催し、段階的に研修を行い、経営者としての資質・能力の向上を図る。 

３年間のセミナーで段階的に、 

・営農意欲の向上と農業経営に必要な基本知識の習得 

・経営品目についての専門知識・技術及び課題解決能力の習得 

・主体的な経営参画者としての経営管理能力の習得 

をそれぞれ進め、地域の先輩や若手農業者との交流によりつながりを強め地域を支

える担い手に育成する。 

また、女性農業者の経営参画の推進について、パートナーシップ型農業経営の 

実現を目指し、若手女性農業者の共同経営者としての資質向上を図る。 

さらに、地域農業・産地力アップ女性農業者リーダー講座を通し、産地や組織で

活躍できる女性農業者を育成する。 

 

以上のとおり、意欲ある農業者が地域の恵まれた自然条件を活用し、気象変動に

対応し環境に配慮した持続的な農業経営を実現し、産地の維持・発展が図られる 

よう普及指導活動を行う。 
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（４）令和６年度普及指導課題 

 

No 課題名 普及指導対象 関係市町 

１ 
農業経営体育成セミナー等を通じた新規就農者

の育成 

農業経営体育成セミナー

生  
全域 

２ 農業経営に主体的に参画する女性農業者の育成 

若手女性農業者、ｻﾝｽﾏｲﾙ‐

山武農業女子ﾈｯﾄ‐、地域

農業・産地力アップ女性リ

ーダー講座受講生 

全域 

３ ○重施設野菜産地の維持・発展 

JA 山武郡市第一集出荷セ

ンター キュウリ部会、 

ナス部会、トマト部会 

東金市 

大網白里市 

九十九里町 

４ ○重○県経営体強化によるねぎ産地の維持・発展 JA山武郡市園芸部葱部会 

東金市 

山武市 

大網白里市 

九十九里町 

横芝光町 

５ ○県にんじんを中心とした野菜産地の維持・発展 

JA 山武郡市園芸部人参部

会、農事組合法人さんぶ野

菜ネットワーク 

東金市 

山武市 

芝山町 

６ 
若手生産者の育成による経営体の強化といちご

産地の育成 

いちご若手生産者、 

山武市成東観光苺組合、 

東金市苺組合、 

さんぶ苺組合 

 山武市 

東金市 

大網白里市 

九十九里町 

横芝光町 

７ 
○県栽培管理技術の徹底による抑制トマト産地の

維持 

JA 山武郡市第三集出荷セ

ンター園芸部トマト部会 

山武市 

芝山町 

横芝光町 

８ ○県若手・新規生産者によるねぎ産地の強化 

JA ちばみどりそうさ園芸

部ひかりねぎ研究会を含

む若手・新規ねぎ生産者 

横芝光町 

９ 
○重○県大型集選果場を中心としたにんじん産地の

活性化 

丸朝園芸農業協同組合 

人参部 

山武市 

芝山町 

横芝光町 

10 
○重切り花の安定的な生産による産地の維持・発

展 

丸朝園芸農業協同組合 

花卉部 

山武市 

芝山町 

横芝光町 

11 ○県水田農業の持続的な発展に向けた経営改善 
地域の核となる水稲経営

体 
全域 

12 
○重○県耕畜連携による高品質自給飼料の生産拡大

と経営環境改善による畜産経営の継続 

自給飼料生産組織 

中心的畜産経営体 
全域 

※ ○重：重点課題 ○県：県域課題 
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３ 地域整備課 

（１）県営土地改良事業の実施 

区画の大型化と農地の集団化により農業経営の安定を目指す基盤整備事業や農業用水の

安定供給を維持するために、老朽化が著しい土地改良施設の更新及び長寿命化対策を行って

います。また、地域の湛水被害を未然に防止するために排水路の改修も実施する。 

本年度は、かんがい排水事業１地区、基幹水利施設ストックマネジメント事業２地区、  

経営体育成基盤整備事業３地区、湛水防除事業１地区、防災施設ストックマネジメント事業

１地区の５事業８地区について推進する。 

 

 

（２）地区の事業概要 

農業農村整備関係事業（県営）の概要及び各地区の概要は次のとおり。 
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ア 山武農業事務所 農業農村整備関係事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年５月末　現在
(単位：千円）

事 業 量 事業費 事 業 量 事業費 事 業 量 事業費

１　かんがい排水事業

① 用水路工　3,473m 657,445 用水路工　3,473m 636,037 舗装復旧　1式 5,000

２　基幹水利施設ストックマネジメント事業

232,000 9,624 7,000

302,000 4,750

３　経営体育成基盤整備事業

④ 93,000 92,994

⑤ 山辺 1,157,900 91,505 30,500

⑥ 八田 3,780,000 20,000

４　県営湛水防除事業

⑦ 排水路工　3,972m 3,775,000 排水路工 2,503m 2,493,901 排水路工 320m 351,000

５　防災施設ストックマネジメント事業

⑧ 堀川２期 310,400 8,074 280,000

計 10,307,745 3,332,135 698,250

注）事業費は工事雑費・事務費を除く

資材価格調査　1式
建屋実施設計　1式

大網白里市 R6～R9 481
機場電気設備工
2箇所

－
資材価格調査　1式
建屋実施設計　1式

除塵設備更新
（R5～R6）　1式
建屋補修　1式
補器類更新　1式

124
区画整理工 124.0ha
暗渠排水工 124.0ha

463.3

地区界測量　1式
換地業務　1式

蓮沼Ⅱ期
（２工区）

山武市
横芝光町

区画整理工 34.3ha
暗渠排水工 31.0ha

地区界測量　1式
換地業務　1式

地区界測量　1式
換地業務　1式

山武市 R6～R15

令和６年度

③ 白里

大網白里市 R3～R11 34.3

事業名・地区名 関係市町
工　期

（年度）

受益
面積
(ha)

全　　体

②

篠本新井
（耕地利用高度
化推進事業）

生産環境維持工　1
式
小規模条件整備工
1式

生産環境維持工　1
式
小規模条件整備工
1式

229.8

大網白里市 R4～R7

H24～R7 519.2

令和５年度まで

除塵設備工　１式 実施設計　1式

山武市 R5～R7 120
排水機場補修工
1式

実施設計　1式

両総南条支線
匝瑳市
横芝光町

H25～R6 441

－

横芝光町 R4～R5

木戸川左岸
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イ かんがい排水事業 両総南条支線地区 概要 

 
事業主体：千葉県 
管理主体：両総土地改良区 
事業工期：平成２５年度～令和６年度（予定） 
受益面積：４４１ｈａ 
事業概要：用水路工  ＦＲＰＭ Ｌ＝１，３２７ｍ 
           塩ビ管  Ｌ＝２，２７０ｍ 
     補 助 率：国５０％、県２５％、市町１２．５％、地元１２．５％ 
 

事業の目的等 

 本地区の用水は、昭和２８年～４８年に施工された国営付帯県営両総支線（南条支線）

に頼っているが、主要施設は築後５０年が経過し、施設の老朽化や用水の適正配分に支

障をきたしており、国営事業にあわせた路線を整備することにより水田の利用効率を高

め、農業経営の安定と安心及び安全な食料の供給を行い、地域農業経営の合理化を図る

ことを目的としている。 
 
工事概要 

区分 事業量 事業費（千円） 
工事費 支線用水路工 Ｌ＝３，４７３ｍ ５４６，３２７ 
測量及び試験費等 一式 １１０，２１８ 
合計    ６５７，４４５ 

 
工事進捗状況 

年度 令和５年度まで 令和６年度  
事業内容 用水路工 

Ｌ＝３，４７３ｍ 
舗装復旧工  
１式  

事業費（千円） ６３６，０３７  ５，０００  
進捗率   ９６．６％   ０．３％  
進捗率（累計）   ９６．６％   ９６．９％  

 

 

用水管埋設（開水路内）              用水管布設状況（道路下） 
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排水ポンプ（左φ300、右φ600） 電動仕切弁 

ウ 基幹水利施設ストックマネジメント事業 木戸川左岸地区 概要 

 
事業主体：千葉県 
管理主体：山武郡中央土地改良区 
事業工期：令和５年度～令和７年度（令和５年度採択） 
受益面積：１２０ha（田８５ha、畑３５ha） 
事業概要：排水機場補修工 N=１箇所 
補 助 率：国５０％、県２９％、市町１４％、地元７％ 
事業の目的等 

  本地区の対象施設は、昭和４５年度から平成元年度に実施した県営ほ場整備事業山

武中央地区にて昭和５０年度に造成された排水機場である。本施設は、九十九里平野

を流れる２級河川木戸川の下流左岸側に位置し、受益地内は当該事業にて整備された

３０a区画の水田が広がっている。 
  本機場の受益面積は１２０haあり、排水は幹線排水路を流下し、末端にある本排水

機場より木戸川に排水している。流域内には集落もあり、洪水時にポンプが稼働しな

かった場合、家屋等への被害も懸念される。 
本機場は造成後４５年以上経過しており、電動仕切弁が全開状態にならないといっ

た不具合が確認される等、電気設備を中心に近年整備補修するケースが増えている。

そのため、過年度に策定した機能保全計画に基づく対策工事を実施し、施設の長寿命

化対策を進めることを目的としている。 
 
工事概要 

区分 事業量 事業費（千円） 
工事費 機場工 １ 式 ２３７，４００  
測量及び試験費 １ 式 １７，２００ 

合 計     ２３２，０００ 
 
工事進捗状況 

年度 令和５年度まで 令和６年度 令和７年度以降 
事業内容 実施設計業務 １式 資材価格調査 １式 

建屋実施設計 １式 機場工 １式 

事業費(千円) ９，６２４ ７，０００ ２３７，６００ 
進捗率     ３．８％     ２．７％ ９３．５％ 
進捗率（累計）     ３．８％     ６．５％ １００．０％ 
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エ 基幹水利施設ストックマネジメント事業 白里地区 概要 

 
事業主体：千葉県 
管理主体：両総土地改良区 
事業工期：令和６年度～令和９年度（令和６年度採択） 
受益面積：４８１ha（田４８１ha、畑 － ha） 
事業概要：機場電気設備工 N=２箇所 
補 助 率：国５０％、県２９％、市町１４％、地元７％ 
事業の目的等 

本地区は、大網白里市に位置し、九十九里低平地のほぼ中央に位置する水田地帯である。本地

区は、県営かんがい排水事業白里地区(H1～H14)により、揚水機場、貯水池、幹線用水路等の整

備が実施され現在の地区内用水の役割を担っている。 
この内、細草揚水機場、四天木揚水機場及び水管理制御システムは供用 20 年以上が経過し、

電気設備を中心に老朽化が確認されており、今後、農業経営の安定に支障をきたすことが想定さ

れる。 
このため、機能保全計画に基づいた対策工事によりライフサイクルコストを低減し、地域の農

業経営の安定化を図るものである。 
 
工事概要 

区分 事業量 事業費（千円） 
工事費 電気設備工 １ 式 ２９４，９１０   

測量及び試験費 １ 式 ６，２７０ 
合 計  ３０２，０００ 

 
工事進捗状況 

年度 令和５年度まで 令和６年度 令和７年度以降 
事業内容 － 資材価格調査 １式 

建屋実施設計 １式 
機場工 １式 
(N=２箇所) 

事業費(千円) － ４，７５０ ２９７，２５０ 
進捗率 －     １．５％ ９８．５％ 
進捗率（累計） －     １．５％ １００．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

細草揚水機場電気設備 遠方監視制御装置 四天木揚水機場電気設備 
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オ 経営体育成基盤整備事業 篠本新井地区 概要 

 
事業主体：千葉県 
管理主体：横芝光町、篠本新井土地改良区 
事業工期：平成２０年度～令和３年度 
受益面積：２２９．８ｈａ（田 219.6ha、畑 10.2ha） 
事業概要：区画整理工 Ａ＝２２９．８ｈａ 
     暗渠排水工 Ａ＝２１９．６ｈａ 
補 助 率：国５０％、県３０％、町１０％、地元１０％ 
事業の目的等 

 本地区は、昭和１６年～２０年に非補助事業により整備済であるが、１０ａ区画で農

道は狭く大型機械の導入が困難であった。また、用排兼用水路で地下水位が高く、洪水

時には湛水被害が発生した。以上のこのことから、本事業により区画整理及び暗渠排水

工事を行い、区画の大型化と農地の集団化を図るとともに、乾田化による汎用化耕地を

造成することにより、農業機械の大型化を通じ営農の効率化と土地の有効利用を促進し、

大規模経営による土地利用型農業の確立を目指すことを目的としている。 
工事概要（農業競争力強化基盤整備事業） 

区分 事業量 事業費（千円） 
工事費 区画整理工 Ａ＝２２９．８ｈａ ３，９６３，４１３ 

暗渠排水工 Ａ＝２１９．６ｈａ ４４１，７５４ 
測量及び試験費等 一式 ４０６，２２４ 

合 計   ４，８１１，３９１ 
工事進捗状況 

年度 令和５年度まで 令和６年度 令和７年度

以降 
事業内容 区画整理工 229.8ha 

暗渠排水工 219.6ha 
（農業競争力強化基盤整備事業 令和 3年度完了） 
暗渠付帯工 55.4ha 
（耕地利用高度化推進事業） 

暗渠排水付帯工N=1 式 
（耕地利用高度化推進事業） 

 
 

事業費（千円） 
（農業競争力強化農地整備事業） 

４，８１１，３９１   

進捗率 
（農業競争力強化農地整備事業） 

１００．０％   

事業費（千円） 
（耕地利用高度化推進事業） 

８１，１４７ １１，８４７  

進捗率 
（耕地利用高度化推進事業） 

８７．２％ １２．８％  

地区状況写真（整備後） 
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カ 経営体育成基盤整備事業 山辺地区 概要 

 
事業主体：千葉県 
管理主体：大網白里市、両総土地改良区 
事業工期：令和３年度～令和１１年度（予定） 
受益面積：３４．３ｈａ（田 31.0ha、畑 3.3ha） 

※：３３．２ｈａ（田 30.2ha、畑 3.0ha）計画変更予定 
事業概要：区画整理工 Ａ＝３４．３ｈａ 
     暗渠排水工 Ａ＝３１．０ｈａ 
補 助 率：国 50％、県 30％、市 9.5％、地元 10.5％ 
事業の目的等 

 大網白里市の北西に位置する平均５ａ区画の未整備な水稲専作の谷津地帯を、本事業

により３０ａ区画に規模拡大を図るとともに、基盤整備を通じて担い手への農地の利用

集積・集約化を図り、生産効率を高めるとともに新たな高収益作物の導入を推進し農業

経営規模の拡大と持続的発展を図るもので、本地域の豊かで競争力のある農業の実現に

資するものである。 
工事概要 

区 分 事業量 事業費（千円） 
工事費 区画整理工 Ａ＝３４．３ｈａ ８４６，４００ 

暗渠排水工 Ａ＝３１．０ｈａ ８１，０００ 
測量及び試験費等 一式 ２３０，５００ 

合 計   １，１５７，９００ 
工事進捗状況 

年 度 令和５年度まで 令和６年度 令和７年度以降 
事業内容 

地区界測量 １式 
換地業務 １式 

地区界測量 １式 
実施設計業務 １式 
換地業務 １式 

区画整理工 34.3ha 
暗渠排水工 31.0ha 

事業費（千円） ９１，５０５  ３０，５００ １，０３５，８９５ 
進捗率 ７．９％ ２．６％ ８９．５％ 
進捗率（累計）       ７．９％ １０．５％ １００．０％ 
 

地区状況写真（整備前） 
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小区画の水田 狭小な農道 

キ 経営体育成基盤整備事業 八田地区 概要 

事業主体：千葉県 
関係市町村：山武市 
事業工期：令和６年度～令和１５年度 
地区面積：１４３．５ｈａ 
受益面積：１２４．０ｈａ（田 115.9ha、畑 8.1ha） 
事業概要：区画整理工 Ａ＝１２４．０ｈａ 
     暗渠排水工 Ａ＝１２４．０ｈａ 
総 費 用：約４０億円（工事雑費・事務費込）※ハード事業のみ 
負担割合：国５５％、県３０％、市７．５％、地元７．５％ 

※農地集積率８５％以上の場合、事業費の７．５％が別途措置 
担い手数：１法人（現況担い手を中心とした組織を新規立ち上げ予定） 
目標集積率：８５％ 
 

事業の目的等 

 本地区は、大部分は昭和３６年度に非補助事業により小区画で整備済であるが、農道

は狭く大型機械の導入が困難であり、多くは湿田であることから効率的な営農に支障を

きたしている。このため、農地中間管理機構による担い手への農地集積と併せて、区画

拡大と用排水路、暗渠排水、道路を再整備することで、農地の効率的な利用を図ること

を目的としている。 
 
計画作物 

水田 水稲、デントコーン 

畑 いちご、ねぎ、さといも、さつまいも、アスパラガス 

水田（裏） キャベツ、ブロッコリー 

 

年度 ～令和５年度 令和６年度 令和７年度～ 

事業内容        - 地区界測量 一式 

換地業務  一式 

区画整理工 一式 

暗渠排水工 一式 

事業費（千円）        - ２０,０００ ３,７８０,０００ 

進捗率        - ０．５％ ９９．５％ 

進捗率（累計）        - ０．５％ １００．０％ 

 

○地区現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和6年度新規採択地区のため今後の状況により変更があります 
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ク 湛水防除事業 蓮沼Ⅱ期（２工区）地区 概要 

 
 
事業主体：千葉県 
管理主体：山武市、横芝光町 
事業工期：平成２４年度～令和７年度（予定） 
受益面積：５１９．２ｈａ 
事業概要：排水路工 L=３，９７２ｍ 

補 助 率：国５５％、県４５％ 
事業の目的等 

  本地区は昭和４７年に湛水防除事業で湛水被害防止が図られたが、流域開発による

外水位の上昇や地盤沈下進行によるポンプ揚程不足、自然排水可能量の減少により湛

水被害が増大し、平成２３年度までに湛水防除事業（１工区）により排水機の整備と

排水路の改修を実施している。 
  さらに、湛水防除事業（２工区）により排水路の改修を実施し、湛水被害を未然に防

止し、農業経営と民生の安定に資するものである。 
 
工事概要 

区分 事業量 事業費（千円） 
工事費 排水路 L=３，９７２ｍ ３，３１８，２００ 
測量及び試験費等 一式    ４５６，８００ 
   合 計  ３，７７５，０００ 
 
工事進捗状況 

年度 令和５年度まで 令和６年度 
(令和５年度補正含) 

令和７年度以降 

事業内容 排水路 L=2,503ｍ 排水路L＝320m 排水路 L=1,149m 

事業費(千円) ２,４９３,９０１ ３５１，０００ ９３０,０９９ 
進捗率 ６６．１％ ９．３％     ２４．６％ 
進捗率（累計） ６６．１％ ７２．７％   １００．０％ 

                      

「地区状況写真」   

             施工前                         完成  
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ケ 防災施設ストックマネジメント事業 堀川２期地区 概要 

 
事業主体：千葉県 
管理主体：大網白里市 
事業工期：令和４年度～令和７年度（予定） 
受益面積：４６３．３ｈａ 
事業概要：ポンプ設備補器類更新整備 １式 

除塵設備更新整備     １式 
建屋補修 １式 

補 助 率：国５５％、県２８％、市１７％ 
事業の目的等 

  本地区は、昭和 59 年度～昭和 61 年度に県営湛水防除事業堀川地区により造成された排水

機場であり、平成 23 年度～平成 30 年度に基幹水利施設ストックマネジメント事業で排水ポ

ンプ設備等の一部更新を実施している。除塵設備においては、適切な維持管理のもと使用して

きたが、築後３７年が経過し、老朽化による故障等が顕著となり、施設の機能が発揮できず排

水機能の低下による湛水被害が懸念されている。機能診断の結果、除塵設備及びポンプ設備の

補器類の更新、建屋の補修等が必要と判明したことから、施設の機能回復・長寿命化及びライ

フサイクルコストの低減を図りながら、湛水被害を未然に防止する目的として、本事業により

機能保全計画に基づく堀川排水機場の機能保全対策工事を実施するものである。 
 
工事概要 

区分 事業量 事業費（千円） 
工事費 除塵設備 
    ポンプ設備 
    建屋 

更新整備      １式 
補器類更新整備 １式 
補修整備      １式 

２９５，４００  

測量及び試験費 １ 式 １５，０００ 
合 計     ３１０，４００ 

工事進捗状況 

年度 令和５年度まで 令和６年度（予定） 令和７年度 
事業内容 実施設計 

（除塵設備、建屋） 
除塵設備更新整備 1 式（R5～R6） 
建屋補修整備 1 式 
補器類更新整備１式 
資材価格調査 １式 

付帯工事 １式 

事業費(千円) ８，０７４ ２８０，０００ ２２，３２６ 
進捗率   ２．６％  ９０．２％ ７．２％ 
進捗率（累計）   ２．６％  ９２．８％ １００．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

堀 川 排 水 機 場（全景） 除 塵 機 設 備（全景） 
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４ 指導管理課 

（１）土地改良事業新規地区の調査計画 

農地の区画拡大や用排水路の整備など、農業者から基盤整備の要望があった場合には、関係

市町や土地改良区と連携して、地区の調査計画を実施する。 

また、老朽化した農業水利施設等の更新にあたっては、施設管理者等と調整し、機能診断に

基づく計画的な事業化を進める。 

 

 

（２）団体営事業の指導 

県営事業要件に満たない小規模な地区は、市町又は土地改良区が事業主体となり、団体営事

業として実施される。令和６年度は、老朽化した農業水利施設等を更新整備する農業基盤整備

促進事業、農業集落排水処理施設を改修する農業集落排水事業、農道の保全対策を行う農道 

整備事業などに関して、事業主体の支援・指導を行う。 

 

農業基盤整備促進事業 

地区名 事業主体 

事業計画 令和６年度事業内容 

受益面積 

（ｈａ） 
期間 

総事業費 

（千円） 

事業費 

（千円） 
事業量 

東金４期 東金市 90 R3～R5 72,000 8,000 水路工 36m 

東金５期 東金市 90 R6～R8 108,100 42,600 水路工 213.5m 

山武市Ⅵ期 山武市 50.44 R3～R6 160,000 52,338 水路工 252m 

山武市Ⅷ期 山武市 18.42 R5～R7 186,300 140,234 水路工 1,300m 

成東 山武市 207.1 R6～R8 242,020 40,000 測量、設計 

大平 山武市 171.6 R6 15,550 15,550 排水機場 2 箇所 

両総９期 両総土地改良区 1,433 R6 101，900 101,900 
ポンプ・水門等更新 
水路工 394m 

 

農業集落排水事業 

地区名 事業主体 

事業計画 令和６年度事業内容 

計画処理 

人口（人） 
期間 

総事業費 

（千円） 

事業費 

（千円） 
事業量 

上谷、嶺南・
正木西部 

東金市 3,100 R5～R7 486,046 263,626 管路、中継ポンプ１式 

 

農道整備事業 

地区名 事業主体 

事業計画 令和６年度事業内容 

規模 期間 
総事業費 

（千円） 

事業費 

（千円） 
事業量 

東金 東金市 
 橋長 23m 
幅員 6.7m 

R6～R10 72,000 10,000 橋梁修繕実施設計 
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（３）土地改良区の指導 

土地改良区の業務運営の適正化と体制の改善を図る措置を講ずるため、平成３０年に土地

改良法が改正され、理事の資格要件や財務会計制度の見直しが行われた。 

管内の９土地改良区に対して、定款変更や複式簿記導入について支援するとともに、土地

改良区検査における指摘事項については適切に指導する。 

 

（４）多面的機能支払交付金 

平成２７年度より多面的機能支払交付金は法制化された。農業・農村の有する多面的機能

の維持、発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を

推進する。 

令和６年度は、地域資源の保全管理活動及び質的向上に地域共同で取り組んでいる管内の

５９（うちR6新規２）活動組織に対して、農地維持支払交付金、資源向上活動支払交付金を

交付する。 

 

令和６年度    多面的機能支払交付金 

市町名 活動組織数 

交付対象農用地面積（ａ） 

割当金額(円) 備考 計    

 田 畑 その他 

東 金 市 ※ 18 130,327 113,303 17,024  70,097,428  

山 武 市 6 30,747 25,232 5,383 132 10,057,506  

大網白里市 12 107,331 84,343 22,988  53,930,809  

九十九里町 ※ 5 66,465 50,888 15,096 481 31,938,788 R6 新規１ 

芝 山 町 4 10,470 10,461 ９  3,968,802 R6 新規１ 

横 芝 光 町 14 94,251 81,585 12,666  26,346,865  

合 計 59 439,591 365,812 73,166 613 194,095,981  

※ 東金市と九十九里町に跨る１活動組織については、対象農用地面積の多い九十九里町でカウント
している 
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５ 両総用水管理課  

 

（１） 国営両総施設及び房総導水路共有財産の管理業務 

国営両総土地改良施設の管理に万全を期し、農業生産の増進と、農業経営の合理

化を図るため、下記の５事業を実施する。 
（単位：千円） 

事業名 事 業 内 容 
事 業 費 

期間 備 考 
R5 決算 R6 予算 

県単土地改良施

設 管 理 事 業 

国営造成施設の維持管理

（人件費、物件費、維持補

修費等） 

(240,555) 

297,063 

(287,923) 

362,883 
S42～ 

県 単 

県  50% 

地元 50% 

基 幹 水 利 施 設 

管 理 事 業 

国営造成施設のうち大規

模で公共性の高い施設

（第１・２・３揚水機場、横芝

堰、松潟堰、第１排水機

場、北部・南部・東部幹線

用水路、山武東部支線機

場、栗山川統合機場）の維

持管理 

(96,265) 

1,045,409 

(98,696) 

1,081,348 
H8～ 

補 助 

国  30% 

県  35% 

地元 35% 

水 利 施 設 

整 備 事 業 

国営造成施設のうち機能

保全計画に基づき，整備

補修を実施 

（第２・３揚水機場） 

(  -  ) 

191,782 

(  -  ) 

194,623 
R4～ 

補 助 

国  50% 

県  29% 

地元 21% 

水 利 施 設 管 理 

強 化 事 業 

施設管理が複雑化・高度

化していることから、施

設の役割に応じた支援を

行い、農業水利施設の有

する多面的機能の適正な

発揮を図る 
（両総土地改良区管理の

国営・国営付帯県営造成

施設） 

(  -  ) 

10,896 

(  -  ) 

10,454 
R5～ 

補 助 

国  50% 

地元 50% 

小 計   
(336,820) 

1,545,150 

(386,619) 

1,649,308 
  

土 地 改 良 基 礎 

調 査 事 業 
関連事業調査計画 6,270 3,000 S59～ 県 単 

小 計  6,270 3,000   

合 計  (336,820) 

1,551,420 

(386,619) 

1,652,308 
  

※ 上段（ ）内は、水機構分負担金で内数 


